
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ １ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成２７年１１月２０日（金） 午後１時００分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１９人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ４番  水流 豊美 

〃       ５番  平原  栄 

〃        ６番   欠 番 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  山中  徹 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子  書記 中野好太郎 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第３０号  農地法第３条許可申請について 

 

     議案第３１号  農地法第５条許可申請について 

 

議案第３２号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第３３号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

     議案第３４号  錦江農業振興地域整備計画の変更（除外）について 

  



議 長  只今より平成２７年１１月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の総会の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定によ

り、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に １５番 畠中委員と １６番 山中委員を指名いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第３０号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 

 

それでは議案第３０号のうち、について説明いたします。 

受付番号１４号の譲渡人は、Ｏ・Ｓさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は神川字北長尾５，７３４番６、地目は畑、地積は３，５３５㎡となっ

ています。 

一方、譲受人はＫ・Ｚさん、Ｕ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｋ・Ｚさんの経営状況は、世帯員５名、労働力４名、自作地２４，４６８㎡、

水稲、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、耕転機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１０番 牧原委員です。 

 

次の受付番号１５号の譲渡人はＫ・Ｋさん、Ｍ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字中西２，６６７番４、地目は田、地積は５１４㎡となっていま

す。 

一方、譲受人はＫ・Ｍさん、Ｍ自治会在住の方です。 



この申請は贈与による所有権移転となっています。 

Ｋ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地５，２３３㎡で、

水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、管理機２台、トラクター、トラック、耕運機各１台と

なっています。 

この件の担当調査員は、１７番 鳥越委員です。 

 

次の受付番号１６号の譲渡人はＳ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字西平３，６０４番１、地目は畑、地積は４２３㎡となっていま

す。 

一方、譲受人はＴ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｔ・Ｔさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地４，４５４㎡で、

甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、耕運機１台となっています。 

この件の担当調査員は、４番 水流委員です。 

 

まず、受付番号１７号の譲渡人はＡ・Ａさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字平和平９７１番、地目は田、地積は１，３８６㎡となっていま

す。 

一方、譲受人はＳ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

この申請は交換による所有権移転となっています。 

Ｓ・Ｙさんの経営状況は、世帯員１名、労働力１名、自作地７，３２３㎡、貸

付地３０，１５８㎡、水稲、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、耕転機各１台となっています。 

 

次の受付番号１８号の譲渡人は、Ｓ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字寺前ノ上２，０６０番１、地目は田、地積は１，２０４㎡とな

っています。 

一方、譲受人はＡ・Ａさん、Ｏ自治会在住の方です。 

この申請は交換による所有権移転となっています。 

Ａ・Ａさんの経営状況は、世帯員４名、労働力４名、自作地２７，７０６㎡、

小作地１０，３０２㎡で、水稲、茶、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、耕転機各１台各１台となっています。 

受付番号１７号、１８号の担当調査員は、５番 平原委員です。 

以上です。 

 

 



議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、順次、各担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号１４号についてを、１０番 牧原委員お願いいたします。 

 

１０番 

牧原委員 

はい。報告します。ここはもうＫ・Ｚさんの畑の中に、Ｏさんの畑が１枚とい

うことで、周りを全部、Ｋ・Ｚさんが買われて、Ｏさんの畑が１枚残っていたと

いうような状態の中で、いずれは、最終的には豚舎の増築をするような考えもあ

るみたいなんですけれども、現状では畑で芋やら作っているという形になってお

ります。ちょうど間に１枚挟まっている状態だったもんですから、相談されて買

われたという状況です。値段につきましては、反当○○万円で決まっております。

以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 次に、受付番号１５号についてを、１７番 鳥越委員お願いいたします。 

 

１７番 

鳥越委員 

 Ｋ・Ｍさんは前の農業委員であり、これは兄弟の贈与で、何ら問題は無いかと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 次に、受付番号１６号についてを、４番 水流委員お願いいたします。 

 

４ 番 

水流委員 

 はい。受付番号１６号について報告いたします。Ｔ・Ｔさんは前回も出て来ま

した。お袋さんと２人で小規模ながらインゲン、ジャガイモ、甘藷などを植えて

います。今、圃場等も綺麗にしておられますので何ら問題は無いと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 次に、受付番号１７号、１８号についてを、５番 平原委員お願いいたします。 

 

５ 番 

平原委員 

 はい。報告いたします。先ほど事務局の方から説明があったとおり交換でござ

います。Ａさんの方が茶を集積したいということ、Ｓさんに申し入れされ、交換

が成立したものです。このＳさんに交換でやった分は、パチンコ屋の横の、今、

ハウスが建っている場所です。Ａさんは親子で一生懸命茶を作ったり、畑をした

りしておられますので、何ら問題は無いかと思います。以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３０号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 

 

（委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号 農地法第３条許可申請についてについては、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に「議案第３１号 農地法第５条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３１号について説明いたします。 

受付番号３号につきましては、太陽光発電設備の設置のための転用申請となっ

ています。 

申請人は、譲渡人のＫ・Ｍさんと譲受人の（株）Ｎさんの連名による申請とな

っています。 

申請地は、神川字権現平３，９３３番１、地目は畑、地積は１，０２７㎡とな

っています。 

この件については、既存の太陽光発電施設の規模拡大ということで申請されて

おります。 

６頁から１０頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通

しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、４番 水流委員です。 

 

次の受付番号４号につきましても、太陽光発電設備の設置のための転用申請と

なっています。 

申請人は、譲渡人のＭ・Ｚさんと譲受人の（有）Ｍさんの連名による申請とな

っています。 

申請地は、神川字権現平３，９４４番１、地目は畑、地積は７，９２１㎡とな

っています。 

この件については、本年度の農地の利用状況調査の折り無断転用が発覚したと

ころでございます。 



その後、本人を呼びまして色々と事情を聴いたところでございますが、本人は

土地の地目が山林であるという認識で転用の手続きをしなかったというような

ことでしたけれども、現状が農地であり、地目も畑でありますからということで、

追認という形ではありますけれども、５条申請を出すように指導をしたところで

ございます。 

この土地につきましては、周りが山林ということでもあり、２種農地でもあり

ますので転用を許可することは問題は無いと考えます。 

１１頁から１４頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目

通しをお願いいたします。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお願いいた

します。 

受付番号３号について、４番 水流委員お願いします。 

 

４ 番 

水流委員 

はい。報告をいたします。受付番号３号ですが、１１月１２日に事務局と徳永

委員、Ｎさん立ち合いの元、現地確認を行いました。先ほど事務局の方から説明

がありましたけれど、西面と東面がほとんど太陽光が出来ています。この圃場が

１反ちょっとですが２枚になっていまして、後８頁の方にありますが、九電の鉄

塔が立っています。東面は山です。後々はこの山も一体化するという考えである

と話しておられました。この畑だけが１枚残っているというような感じで、見れ

ば猪等も結構来ているみたいで、何ら問題も無いと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査委員、事務局から調査報告がありましたが、質疑はありません

か。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３１号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 

 

（委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号 農地法第５条許可申請についてについては、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に「議案第３２号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３２号について説明いたします。 

まず、受付番号７号の譲渡人は、Ｙ・Ｋさん、Ｙ自治会在住の方です。 

申請地は、城元字前ノ迫４，０５０番１、地目は畑、地積は３，９１０㎡とな

っています。 

一方、譲受人は、Ｙ・Ｈさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地６０，４９４㎡、小作

地４，６７３㎡で、たばこ、加工用大根、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター３台、トラック２台、軽トラック３台、芋

掘り機１台となっています 

 本件については売買による所有権移動となっています。 

 この件の担当調査員は、９番 安水委員です。 

 以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお願いいた

します。 

受付番号７号について、９番 安水委員お願いします。 

 

９番 

安水委員 

はい。報告いたします。この場所は安水自治会に隣接している南部開発地の圃

場で、大変条件の良い場所です。譲受人のＹ・Ｈさんは、現在、葉たばこ、干し

大根、甘藷を主とした経営をされています。良い土地があったら未だ未だ経営拡

大をして行きたいと、大変農業に意欲のある方です。Ｈさんの方は圃場も綺麗に

管理されておりますし、何ら問題は無いと思います。因みにこの金額なんですけ

れども、耕作できる面積を１０ａ当たり○○万円ということで、○○万円で話が

付きました。 

１枚の畑なんですけれども、隣に同じレベルのＹ・Ｓさんの圃場がやはり４反

近くのやつが。１枚が８反ぐらいあって、それの半分がＫさんの畑ということで、

そういう形ですので法面とか畔の部分が２畝しかないと、４反の中の２畝しかな

いということで、殆ど長方形に近いような畑です。 

以上です。 



 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査委員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１２番 

鍋 委員 

すみません。土地改良区からの推薦でここに来ているもんですからちょっと一

言。今売買が成立したということでしたので、ここの場で承認が得られましたら、

買われた方にも土地改良区の方に、こういうことがありましたとを連絡をお願い

したいと思います。賦課金の関係が絡んでくるもんですから、よろしくお願いし

ます。 

 

９番 

安水委員 

はい。因みにこの耕作できる面積ですね。これを聞きに行くのは土地改良区に

行って聞いておりますので、一応成立したらまたその報告はしたいと思います。 

 

議 長 他にありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３２号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３２号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 

 

（委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３２号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規

定による農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請については、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に「議案第３３号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は１１９筆の利用集積計画について審議しなければな

りませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を６回に分けて行い、調

査員の報告は継続の案件は省略し、新規のみの案件だけとして、その都度議決し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第３３号のうち、受付番号２４１号から２６１号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号２４１号から２６１号までについて 

説明いたします。 

 まず、受付番号２４１号の貸し人はＳ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は神川字下牛頭谷７，８４３番３、地目は畑、地積は２，９８２㎡とな

っています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０アール当たり６，０００円となっています。 

一方借り人はＯ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｏ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１６，７９８

㎡、小作地７，１３７㎡で、たばこ、大根を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、

管理機各１台となっています。 

この件の担当調査員は１番 宿利原委員です。 

 

次の、受付番号２４２号の貸し人はＴ・Ｙさん、Ｂ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字内ノ牧５，１３８番２４２、地目は畑、地積は３，５００㎡

となっています。 

 貸付期間は平成２８年１月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料金

は２０，０００円となっています。 

一方、借り人はＳ・Ｉさん、Ｈ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｉさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、雇用が４人で５３０

日、自作地１９，１１５㎡、小作地２５，６０２㎡で、茶、水稲、露地野菜を主

体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラック５台、茶摘採機

２台、トラクター、コンバイン、乾燥機各１台となっています。 

この件の担当調査員は２番 基委員です。 

 

次の受付番号２４３号から２４６号までの貸し人はＭ・Ｙさん、Ｓ自治会在住

の方です。 

申請地は２４３号が神川字東大久保４，０５３番１０、地目は畑、地積は４，

２７７㎡、２４４号が神川字東大久保４，０５３番１９、地目は畑、地積は１，



４４７㎡、２４５号が神川字二子塚８，０８４番、地目は畑、地積は１，２８９

㎡、２４６号が神川字二子塚８，０９７番、地目は畑、地積は９８５㎡で、４筆

の合計は７，９９８㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は全部で６５，０００円となっています。 

一方、借り人はＩ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｋさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、雇用が１人で２００

日、自作地９，９８３㎡、小作地３，７３５㎡で、甘藷、大根を主体とした経営

をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、摘採機、中刈機、防除機、

軽トラック、トラクター、管理機各１台となっています。 

 

次の受付番号２４７号、２４８号の貸し人はＦ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は２４７号が神川字桜原８，３９０番、地目は畑、地積は９０５㎡、２

４８号が神川字桜原８，３９１番、地目は畑、地積は７８６㎡で、２筆の合計は

１６９１㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は２４７号が７，０００円、２４８号が５，０００円となっています。 

借り人は、２４３号からと同じＩ・Ｋさんです。 

 

次の受付番号２４９号の貸し人はＡ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字桑ノ迫５，０６９番、地目は畑、地積は２，９３４㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は１０，０００円となっています。 

一方、借り人はＴ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１５，６１７

㎡、小作地６，５２６㎡で、肉用牛、インゲン、スナップを主体とした経営をさ

れています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、ロール

ベイラー、耕運機、２tトラック、軽トラック各１台となっています。 

 

次の２５０号貸し人はＵ・Ｓさん、Ｋ市自治会在住の方です。 

申請地は神川字抜迫４５８０番１、地目は畑、地積は３，００７㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成２８年１２月１４日までで、小作

料金は２１，０００円となっています。 

一方、借り人はＮ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 



Ｎ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地１１，５３５

㎡、小作地７，５９０㎡で、緑化樹を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、バックホー３台、３ｔユ

ニック車、軽トラック、トラクター各１台となっています。 

 

次の２５１号貸し人はＭ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字曲迫４８９２番１、地目は畑、地積は９９８㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は７，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、雇用が１名で３００

日、自作地６６，９５６㎡、小作地１１，５４８㎡で、茶、花木を主体とした経

営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラック２台、バックホ

ー、トラクター、摘採機各１台となっています。 

 

次の２５２号から２５６号までの貸し人はＴ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は２５２号が神川字長迫４０２９番、地目は畑、地積は４４６㎡、２５

３号が神川字長迫４０３０番、地目は畑、地積は１，０３１㎡、２５４号が神川

字長迫４０３１番、地目は畑、地積は３，９４７㎡、２５５号が神川字長迫４０

３１番２、地目は畑、地積は３，８９７㎡、２５６号が神川字堀波見３９８３番、

地目は畑、地積は１００９㎡で、５筆の合計は１０，３３０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成２９年１２月１４日までで、小作

料金は全部で１００，０００円となっています。 

一方、借り人はＦ・Ｔさん、Ｍ町在住の方です。 

Ｆ・Ｔさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者２名、小作地２０，０４９

㎡で、シキミを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、草刈り機２台、管理機、

軽トラック各１台となっています。 

受付番号２４３号から２５６号までの担当調査員は４番 水流委員です。 

 

次の２５７号の貸し人はＨ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は馬場字田ノ神後１６３８番１、地目は田、地積は７５５㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は米３０ｋｇで４俵となっています。 

一方、借り人はＹ・Ｋさん、Ｏ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｋさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者２名、自作地３，１３６㎡、



小作地７５５㎡で、水稲、インゲン、馬鈴薯を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、軽

トラック各１台となっています。 

 

次の２５８号の貸し人はＯ・Ｈさん、Ｔ都在住の方です。 

申請地は馬場字山之口ノ上２２０６番、地目は田、地積は５４３㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は１１，３００円となっています。 

一方、借り人はＳ・Ｋさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、小作地５４３㎡で、

水稲を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、耕運機、田植機、管理機

各１台となっています。 

 

次の２５９号から２６１号までの貸し人はＴ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は２５９号が馬場字地荒神下２３７６番、地目は田、地積は６４４㎡、

２６０号が馬場字地荒神下２３６８番１、地目は田、地積は５６６㎡、２６１号

が馬場字落川２５８４番１、地目は畑、地積は６６２㎡で、３筆の合計は１，８

７２㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は全部で５５，０００円となっています。 

一方、借り人はＴ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１，２６４㎡、

小作地２，９１９㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、耕運機、管

理機、バインダー各１台となっています。 

受付番号２５７号から２６１号までの担当調査員は５番 平原委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いします。 

先ず、受付番号２４１号について、私の方で報告いたします。 

 

１番 

宿利原委員 

Ｏ・Ｍさんは、これは新規となっておりますが、Ｏ・Ｋさんが今まで借りてお

りましたが、Ｏ・Ｍさんに名前を変えてところでありますが、Ｏ・Ｍさんは錦江

町の定める条件は全てクリアしておりますので、何ら問題は無いかと思います。 

 



議 長 次に、受付番号２４２号について、２番 基委員お願いします。 

 

２番 

基 委員 

はい。２４２号の借り人のＳ・ＩさんはＳ製茶の経営者です。この土地は、前

回、Ｔ委員が借りておられましたけれども、その後合意解約によりＳ・Ｉさんが

錦江町の抜根事業を利用して、茶を引き抜いて露地野菜をするということで、Ｓ

さんについては問題ないと思います。よろしくお願いします。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２４３号から２４８号までについて、４番 水流委員お願いし

ます。 

 

４番 

水流委員 

はい。報告いたします。受付番号２４３号から２４８号までの借り人のＩ・Ｋ

さんは、お茶の低迷で甘藷・大根等を植えております。私も桜原の方に圃場を借

りていますけれど、その途中見ていますけれども、圃場等も綺麗に、草払い等も

されております。別に問題は無いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

 

 

ありがとうございました。 

次に、受付番号２５７号から２６１号までについて、５番 平原委員お願いし

ます。 

 

５番 

平原委員 

はい。２５７、２５８は継続でありますが、２５９号から２６１号の、この畑、

田んぼは、Ｔさんが家の近くだから私に貸してくれと相談をしたところ、Ｔさん

の方が良いですと、貸しますということで成立しました。Ｔさんは、この畑の上

の方は山なんですが、そこも綺麗にコバレをされ、いつも綺麗にされておられま

すので何ら問題は無いかと思います。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号２４１号から２６１号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号２４１号から２６１号までは原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 



 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号２４１号から２６１号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第３３号のうち、受付番号２６２号から２７６号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号２６２号から２７６号までについて 

説明いたします。 

 

先ず、受付番号２６２号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字平石前１６２番、地目は田、地積は１，７２５㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は米（籾）３俵となっています。 

一方、借り人はＨ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、自作地１，３０７㎡、

小作地６，７５８㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は１７０日で、農業機械の所有状況は、コンバイン、田植機、管

理機、動噴各１台となっています。 

 

次の受付番号２６３号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字馬庭原５２４番、地目は田、地積は１，２７０㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は米（籾）２俵となっています。 

一方、借り人はＵ・Ｋさん、Ｕ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地４，８６４㎡、

小作地１，２７０㎡で、水稲を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、バインダー、

軽トラック各１台となっています。 

受付番号２６２号、２６３号の担当調査員は７番 毛下委員です。 

 

次の２６４号の貸し人はＴ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字仁田ケ迫２９５０番、地目は畑、地積は１，８８２㎡となって

います。 



 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は２０，０００円となっています。 

一方、借り人は２５２号と同じＦ・Ｔさんです。 

 

次の受付番号２６５号から２６８号までの貸し人はＹ・Ｚさん、Ｆ自治会在住

の方です。 

申請地は２６５号が馬場字山ノ口１５４１番１、地目は田、地積は６０４㎡、

２６６号が馬場字下道浜添１２６０番、地目は田、地積は１，０１５㎡、２６７

号が馬場字下道浜添１２６２０番１、地目は田、地積は６３２㎡、２６８号が馬

場字下道浜添１２６３番１、地目は田、地積は１，１０５㎡で、４筆の合計は３，

３５６㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は全部で米３０ｋｇで１０俵となっています。 

一方、借り人はＡ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ａ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が３名で１８０

日、自作地２，５６８㎡、小作地１３，９７４㎡で、馬鈴薯、スナップ、人参を

主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック

各２台、管理機１台となっています。 

 

次の受付番号２６９号、２７０号までの貸し人はＹ・Ｚさん、Ｆ自治会在住の

方です。 

申請地は２６９号が城元字中鳥井１２４０番１、地目は田、地積は１，２３５

㎡、２７０号が城元字大田中１１１７番１、地目は田、地積は５００㎡で、２筆

の合計は１，７３５㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は２６９号が３５，０００円、２７０号が１５，０００円となっています。 

一方、借り人はＨ・Ｔさん、Ｆ自治会在住の方です。 

Ａ・Ｈさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、雇用が１名で３０日、

自作地１５，４５３㎡、小作地１，７３５㎡で、花卉を主体とした経営をされて

います。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラック２台、トラクタ

ー、動噴各１台となっています。 

 次の受付番号２７１号から２７３号までの貸し人はＳ・Ｍさん、Ｋ市在住の方

です。 

申請地は馬場字本永林庵２，７２５番１、他２筆で、３筆の合計は１，０９０

㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１日から平成３７年１２月１４日までで、使用貸



借のため、小作料は発生しません。 

一方、借り人はＭ・Ｓさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｓさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１，０５６㎡

で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、管理機３台、トラクター

２台、軽トラック１台となっています。 

 

次の２７４号の貸し人はＫ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字寺前ノ上２０１８番、地目は田、地積は２，５３７㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は１５０，０００円となっています。 

一方、借り人はＭ・Ｓさん、Ｕ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｓさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、雇用が３名で４００

日、小作地２，５３７㎡で、ピーマンを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラック２台、管理機、

動噴各１台となっています。 

 

次の２７５号の貸し人はＯ・Ｈさん、Ｔ都在住の方です。 

申請地は馬場字芝山４８８番１、地目は田、地積は８５０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は３０，０００円となっています。 

一方、借り人は（株）Ｔさん、木場自治会に拠点を置く法人です。 

（株）Ｔさんの経営状況は、農業従事者２名、雇用が２６名、自作地１，４８

５㎡、小作地１２７，４３０㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラック１０台、トラクター６台、管理機３台、乗用

管理機２台、田植機、コンバイン各１台となっています。 

 

次の２７６号の貸し人はＩ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字小長崎５０１１番１、地目は畑、地積は６，４５５㎡のうち５，

０００㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は３５，０００円となっています。 

一方、借り人は（有）Ｍさん、Ｆ自治会に拠点を置く法人です。 

（有）Ｍさんの経営状況は農業従事者１名、雇用が５名で６００日、自作地５，

１３８㎡、小作地１８，８３６㎡で、シキミを主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、動噴３台、管理機、散布機、軽トラック、トラック各

１台となっています。 



受付番号２６４号から２７６号までの担当調査員は８番 寺田委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、継続についての調査報告は省略し

まして、新規分だけということで、２７１号から２７３号までを寺田委員、調査

報告をお願いします。 

 

８番 

寺田委員 

報告いたします。２７１号から２７３号は中西集落の中に入ったところで、毎

年、耕作放棄地調査の時に１にすべきか３にすべきか悩むようなところでござい

ます。この圃場自体がＭさんの自宅の近くでありまして、Ｍさんが作りたいとい

うことで、ちょっと荒れ地になっていたのをば、Ｍさんが綺麗に整地されてまし

て、この利用権が結ばれた訳です。その綺麗にしたから使用貸借でどうかという

ことをＳさんの方に相談しまして、それで良いですよということで成り立ちまし

た。ＭさんはＭ・Ｓ建設を営んでいらっしゃるんですけれども、最近は生姜とか

インゲン、馬鈴薯、本当に一生懸命取り組んでいらっしゃいまして、利用権を結

ぶに当たり何ら問題は無いものと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号２６２号から２７６号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号２６２号から２７６号までは原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号２６２号から２７６号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第３３号のうち、受付番号２７７号から３０１号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 



事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号２７７号から３０１号までについて 

説明いたします。 

 

先ず受付番号２７７号の貸し人はＫ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字深山ケ下５４０９番、地目は田、地積は９１６㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は米３０ｋｇで２俵となっています。 

一方、借り人は、Ｋ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１５，３１５

㎡、小作地４，２４７㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

管理機、田植機各１台となっています。 

 

次の受付番号２７８号の貸し人はＦ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字屋敷ノ下２０２８番１、地目は田、地積は９５５㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は５，０００円となっています。 

一方、借り人はＳ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者１名、雇用が２人で５００

日、自作地１３，１０５㎡、小作地８６，６８５㎡で、甘藷、露地野菜を主体と

した経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター４台、甘藷ハ

ーベスター３台、軽トラック２台となっています。 

 

次の受付番号２７９号の貸し人はＹ・Ｋさん、Ｙ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字山神２８４６番、地目は田、地積は５３８㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当たり２，０００円となっています。 

一方、借り人は、２７８号と同じＳ・Ｋさんです。 

 

次の受付番号２８０号、２８１号の貸し人はＨ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方で

す。 

申請地は２８０号が馬場字浜射場５７６５番１、地目は畑、地積は４，７７６

㎡、２８１号が馬場字浜射場５７６５番２、地目は畑、地積は４，３０３㎡のう

ち２，９０３㎡で、２筆の合計は７，６７９㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作



料金は全部で５８，０００円となっています。 

一方、借り人はＴ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、雇用が６人で２００

日、自作地１４，３６１㎡、小作地４４，６２６㎡で、甘藷を主体とした経営を

されています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、コンバ

イン１台となっています。 

 

次の受付番号２８２号から２８５号までの貸し人はＫ・Ｍさん、Ｋ市在住の方

です。 

申請地は馬場字地荒神下２，３４９番１、他３筆で、４筆の合計は６，９２２

㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は全部で２５０，０００円となっています。 

一方、借り人はＫ・Ｉさん、Ｍ町在住の方です。 

Ｋ・Ｉさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者１名、雇用が５人で３０日、

自作地１７，５８８㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、耕運機

２台、軽トラック、バインダー、管理機各１台となっています。 

受付番号２７７号から２８５号までの担当調査員は９番 安水委員です。 

 

次の２８６号、２８７号の貸し人はＨ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は２８６号が田代川原字白桃３８７３番１、地目は畑、地積は８４０㎡、

２８７号が田代川原字白桃３８７４番、地目は畑、地積は２，３７６㎡で、２筆

の合計は３，２１６㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当たり５，０００円となっています。 

一方、借り人はＫ・Ｓさん、Ｉ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｓさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地１８，６０８

㎡、小作地３８，０１３㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック

各２台、ロールベイラー、トラック各１台となっています。 

 

次の２８８号、２８９号の貸し人はＨ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は２８８号が田代川原字白桃３８７３番２、地目は畑、地積は１，１９

７㎡のうち９３８㎡、２８９号が田代川原字白桃３８７６番、地目は畑、地積は

８４５㎡のうち７６１㎡で、２筆の合計は１，６９９㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作



料金は１０ａ当たり５，０００円となっています。 

一方、借り人は２８８号と同じＫ・Ｓさんです。 

 

次の２９０号の貸し人はＫ・Ｈさん、Ｉ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字刈切５２１９番７８、地目は田、地積は１，０５８㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は１０，０００円となっています。 

一方、借り人はＴ・Ａさん、Ｉ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ａさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１３，７７６

㎡、小作地１，０５８㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、耕運機、田

植機、バインダー各１台となっています。 

受付番号２８６号から２９０号までの担当調査員は１１番 元丸委員です。 

 

次の２９１号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字宮ノ前３０１０番１、地目は田、地積は１，９８０㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。 

一方、借り人は、Ａ・Ｉさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ａ・Ｉさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、自作地４，９４７㎡、

小作地１，９８０㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

モア、バインダー各１台となっています。 

次の受付番号２９２号から２９４号までの貸し人はＩ・Ａさん、Ｋ市在住の方

です。 

申請地は田代麓字湯之谷２０４番１、他２筆で、３筆の合計は１，５０４㎡と

なっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は１０アール当たり５，０００円となっています。 

一方、借り人はＳ・Ｍさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、小作地４，３２１㎡

で、水稲、養鶏を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、バ

インダー、軽トラック各１台となっています。 

受付番号２９１号から２９４号までの担当調査員は１２番 鍋委員です。 

 



 次の受付番号２９５号の貸し人はＡ・Ａさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字中尾４，７５３番、地目は畑、地積は２，２０９㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１１月２１日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は１６，０００円となっています。 

一方、借り人はＯ・Ｎさん、Ｋ市在住の方です。 

Ｏ・Ｎさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、小作地４７，２２５

㎡で、しきみを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック２台、管理機、

モア、動噴各１台となっています。 

 

次の２９６号から２９８号までの貸し人はＮ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は２９６号が神川字丸尾７３８３番１０、地目は畑、地積は１，９２２

㎡、２９７号が神川字丸尾７３８３番１１、地目は畑、地積は１，２９８㎡、２

９８号が神川字丸尾７３８４番２、地目は畑、地積は１，２２４㎡で、３筆の合

計は４，４４４㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は全部で３０，０００円となっています。 

一方、借り人はＫ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｈさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、雇用が２名、自作地

２０，６５７㎡、小作地２０，６２６㎡で、肉用牛を主体とした経営をされてい

ます。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック各

２台、タイヤショベル、ロールベイラー、ボブキャット各１台となっています。 

 

次の２９９号の貸し人はＫ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字有村２５３２番２、地目は田、地積は６６３㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は７，０００円となっています。 

一方、借り人はＩ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｓさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地６，１２２㎡、

小作地１，２０７㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、動

噴、軽トラック各１台となっています。 

 

次の３００号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字坂ノ上４７９７番、地目は畑、地積は１，１４６㎡となってい

ます。 



 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は５，０００円となっています。 

一方、借り人はＦ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、小作地４，４２４㎡

で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、動

噴、軽トラック各１台となっています。 

 

次の３０１号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字寺ノ上４８７６番、地目は畑、地積は１，５３２㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は５，０００円となっています。 

一方、借り人はＭ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、自作地７，４４３㎡、

小作地１，５３２㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、ハ

ーベスター、軽トラック各１台となっています。 

受付番号２９５号から３０１号までの担当調査員は１３番 徳永委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお願

いします。 

先ず受付番号２８２号から２８５号までについて、９番 安水委員お願いしま

す。 

 

９番 

安水委員 

はい。報告します。この圃場は以前はＯ・Ｓさんが借りていた田んぼでありま

す。Ｏさんが体の具合が悪く耕作できないということで、甥にあたるＫ・Ｉさん

がその圃場を借りたいということでした。Ｋさんは大変農業に対して真剣に取り

組んでいるようでした。圃場も見せて頂きましたが、綺麗に管理されており何ら

問題は無いかと思います。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２９２号から２９４号までを、１２番 鍋委員お願いします。 

 

１２番 

鍋 委員 

はい。説明をします。これは９月にあっせん申出があったものです。場所は田

代麓の交差点から半下石方向に向かって約２ｋｍほど進み、長谷集落の尐し手前

の右側の団地の中にあります。売りたいという申し出でしたが、この土地は長年



耕作されておらず、雑草・雑木で猪の巣の状態でしたが、隣を耕作されているＳ

さんに事情を説明したところ、借りる分なら良いというようなことで、貸し主の

了解も得られたことから成立したものです。Ｓさんは何度となくこの場で説明さ

せてもらっていますが、地鶏の飼育・販売、卵の販売等、又、米の販売もされて

おりまして、地域の担い手としても頑張っておられ、錦江町の定める条件もクリ

アしていると思われますので問題は無いと思います。終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２９５号についてを、１３番 徳永委員お願いします。 

 

１３番 

徳永委員 

はい。借り主のＯ・Ｎさん、２年前からいろいろとシキミの畑を借りておられ

る方です。管理状況は申し分ないと思います。この土地の使用目的は、シキミの

苗を植える。苗を育てる場所ということで３年間といたしました。実はこの半年

前に苗を育てるということで借りた土地が、事情がありまして合意解約したもの

ですから、その面積に相当する分を探して欲しいとことでしたので、このＡさん

の畑を紹介して成立した内容です。Ｏさんの方は先程も言いましたが、他のシキ

ミの場所を良く管理されておりますので、問題ないと思います。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号２７７号から３０１号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号２７７号から３０１号までは原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号２７７号から３０１号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 それでは次に入る前に１０分間ほど休憩します。 

 



議 長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

議 長 次に議案第３３号のうち、受付番号３０２号から３３３号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第号のうち、受付番号３０２号から３３３号までについて 

説明いたします。 

 

先ず受付番号３０２号の貸し人はＴ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字舞原１２８９番、地目は田、地積は２，０５０㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は１０，０００円となっています。 

一方、借り人はＴ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｋさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者２名、自作地２３，２７８

㎡、小作地１１，１３３㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、モア、

ロールベイラー、２ｔダンプ各１台となっています。 

 

次の３０３号、３０４号の貸し人はＯ・Ｈさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は３０３号が田代川原字新村１３１４番、地目は田、地積は１，９９７

㎡、３０４号が田代川原字新村１３３４番、地目は田、地積は１，６７２㎡で、

２筆の合計は３，６６９㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金はそれぞれ米（籾）２俵ずつとなっています。 

一方、借り人はＭ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｋさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、自作地２６，９９９

㎡、小作地１７，３４１㎡で、肉用牛、露地野菜を主体とした経営をされていま

す。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、２ｔダンプ、 

モア各１台となっています。 

 

次の３０５号から３０７号の貸し人はＯ・Ｚさん、Ｓ市在住の方です。 

申請地は３０５号が田代川原字新村１３２３番、地目は田、地積は１，６６７

㎡、３０６号が田代川原字新村１３２６番、地目は田、地積は１，６０７㎡、３

０７号が田代川原字新村１３３０番、地目は田、地積は４５７㎡で、３筆の合計

は３，７３１㎡となっています。 



 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は全部で米（籾）４俵となっています。 

一方、借り人は３０３号と同じＭ・Ｋさんです。 

 

次の受付番号３０８号、３０９号の貸し人はＧ・Ｍさん、Ｇ自治会在住の方で

す。 

申請地は３０８号が田代川原字高塚２，６０５番１、地目は畑、地積は１，６

９１㎡、３０９号が田代川原字高塚２，６０５番２、地目は畑、地積は２，２５

３㎡で、２筆の合計は３，９４４㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２７年１２月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は１０アール当たり５，０００円となっています。 

一方、借り人は、農事組合法人Ｎさん、Ｍ町に拠点を置く法人です。 

Ｎさんの経営状況は、雇用が２６人で、自作地１２，１９４㎡、小作地６３，

８３０㎡で、水稲、肉用牛、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター３台、耕運機４台、コンバイン各１台とな

っています。 

次の受付番号３１０号の貸し人はＭ・Ｋさん、Ｍ自治会在住の方です。 

申請地は、田代川原字小牧ノ下１，２１３番１、地目は田、地積は１，２３７

㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は１０アール当たり５，０００円となっています。 

借り人は３０８号からと同じ農事組合法人Ｎさんです。 

受付番号３０２号から３１０号までの担当調査員は１４番 貫見委員です。 

 

次の受付番号３１１号の貸し人はＭ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は神川字鳥浜６９５番１、地目は畑、地積は５１４㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２７年１１月２１日から平成２９年１２月１４日までで、使

用貸借のため小作料金は発生しません。 

一方、借り人はＭ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、小作地２，３９４㎡

で、野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、軽

トラック各１台となっています。 

 

次の受付番号３１２号の貸し人はＴ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、神川字諏訪ノ前３８３番２、地目は田、地積は４６４㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作



料金１０，０００円となっています。 

借り人は、３１１号と同じＭ・Ｋさんです。 

 

次の受付番号３１３号から３１６号までの貸し人はＵ・Ｆさん、Ｏ市在住の方

です。 

申請地は３１３号が神川字外園４２７番、地目は田、地積は３４６㎡、３１４

号が神川字諏訪ノ後５３７番１、地目は田、地積は３８１㎡、３１５号が神川字

鳥浜６３５番１、地目は田、地積は９７㎡、３１６号が神川字西上ノ道１２１４

番１、地目は畑、地積は６０５㎡で、４筆の合計は１，４２９㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２７年１１月２１日から平成３２年１２月１４日までで、 

小作料は米３俵となっています。 

一方、借り人は、３１１号と同じＭ・Ｋさんです。 

 

次の受付番号３１７号から３１９号までの貸し人はＩ・Ｔさん、Ｔ自治会在住

の方です。 

申請地は３１７号が神川字諏訪ノ前３８５番１、地目は田、地積は１，０２８

㎡、３１８号が神川字諏訪ノ後５２０番、地目は田、地積は９５６㎡、３１９号

が神川字砂原５４２番、地目は田、地積は７０８㎡で、３筆の合計は２，６９２

㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１１月２１日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料は米１２俵となっています。 

一方、借り人は、Ｎ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｙさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、自作地１５，０９６

㎡、小作地１３，６８１㎡で、野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、トラッ

ク、軽トラック各１台となっています。 

 

次の受付番号３２０号の貸し人はＫ・Ａ子さん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字蕨ケ迫２，０５５番、地目は畑、地積は２，６３１㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、 

小作料は１６，０００円となっています。 

一方、借り人は、３１７号からと同じＮ・Ｙさんです。 

 

次の３２１号の貸し人はＳ・Ｅさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は神川字戸崎１３４９番、地目は畑、地積は３，１９９㎡のうち１，３

００㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作



料は１０，０００円となっています。 

一方、借り人はＫ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｔさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者２名、自作地３，５９１㎡、

小作地３，１９９㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、耕運機、管

理機、軽トラック各１台となっています。 

 

次の３２２号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字鞍置１８４７番１、地目は畑、地積は１，６６６㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料は１０，０００円となっています。 

一方、借り人はＨ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｍさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、自作地６８３㎡、小

作地１２，６８５㎡で、肉用牛、馬鈴薯を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、トラッ

ク２台、ボブキャット１台となっています。 

 

次の３２３号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字西上ノ迫１２５３番１、地目は畑、地積は２，９８９㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料は３０，０００円となっています。 

一方、借り人はＩ・Ｅさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｅさんの経営状況は、世帯員６名、農業従事者２名、自作地１５，９５１

㎡、小作地６，７８２㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、

管理機各２台、耕運機１台となっています。 

 

次の受付番号３２４号の貸し人はＭ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字廣瀬ノ上８９４番、地目は畑、地積は２，４２０㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料は１２，０００円となっています。 

一方、借り人はＦ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１３，３４９

㎡、小作地２６，５２１㎡で、肉用牛、露地野菜を主体とした経営をされていま

す。 



農業従事日数は３５０日で、農業機械の所有状況は、管理機３台、トラクター、

トラック２台、コンバイン、ハーベスター各１台となっています。 

 

次の受付番号３２５号、３２６号の貸し人はＹ・Ｎさん、Ｔ自治会在住の方で

す。 

申請地は３２５号が神川字砂田２００番２、地目は田、地積は６８１㎡、３２

６号が神川字岩渕１００７番、地目は畑、地積は７８６㎡で、２筆の合計は１，

４６７㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料は３２５号が米（籾）１００ｋｇ、３２６号が５，０００円となっています。 

一方、借り人は３２４号と同じＦ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号３２７号の貸し人はＳ・Ｅさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は神川字輪呂ケ尾１１４８番１、地目は畑、地積は２，７５８㎡のうち

１，２００㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小

作料は１０，０００円となっています。 

一方、借り人は３２４号と同じＦ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号３２８の貸し人はＴ・Ｓさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は神川字外園４１２番４、地目は田、地積は６２４㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小

作料は米２５ｋｇで６俵となっています。 

一方、借り人は３２４号と同じＦ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号３２９の貸し人はＢ・Ｓさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は神川字勝牟礼２０３４番、地目は畑、地積は４，５２８㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、使

用貸借のため小作料金は発生しません。 

一方、借り人は３２４号と同じＦ・Ｍさんです。 

 

次の受付番号３３０号から３３３号までの貸し人はＫ・Ａさん、Ｔ自治会在住

の方です。 

申請地は３３０号が神川字大馬瀬３１１番２、地目は田、地積は３８５㎡、３

３１号が神川字諏訪ノ前３６８番１、地目は田、地積は２，０８１㎡、３３２号

が神川字外園４１３番、地目は田、地積は１，２２０㎡、３３３号が神川字外園

４１６番、地目は田、地積は９５４㎡で、４筆の合計は４，６４０㎡となってい



ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料は１０，０００円と米３０ｋｇ７俵となっています。 

一方、借り人はＮ・Ｆ夫さん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｆさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、自作地２３，９８９

㎡、小作地４，２５５㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、ト

ラック各２台となっています。 

受付番号３１１号から３３３号までの担当調査員は１６番 山中委員です。 

 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いします。 

先ず受付番号３０８号から３１０号までについて、１４番 貫見委員お願いし

ます。 

１４番 

貫見委員 

はい。報告いたします。３０８号から３１０号の借り人は、農事組合法人 根

占生産組合でございます。これは大隅の園が経営している生産組合でございま

す。全ての土地は良く管理されておりまして、錦江町の定める要件はクリアして

いると思われますので問題は無いかと思います。お願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号３１１号から３３３号までについて、１６番 山中委員お願い

します。 

 

１６番 

山中委員 

はい。３１１番はＭさんが借りたいということで、Ｍ・Ｙさんの敷地内の屋敷

で５畝歩ほどのところで、いつもシルバーを使っているもんですから、Ｍさんは

シルバーに勤めています。これを野菜を作りたいということで、無償で借りたい

ということです。それからＴ・Ｍさんの分、次のＵさんののもＭさんです。これ

はどっちもＡ・Ｋさんが作っていらっしゃいましたけれども、尐し高齢というこ

とでもう作れないということで、探していましたらＭさんが作りたいということ

です。それからＩ・Ｔさん、これはＮ・Ｙさんが作りたいということで、露地野

菜を中心に親子３人、それと忙しいときはパートを使って沢山の経営をしていら

っしゃいます。それとＫ・ＡさんのところもＮ・Ｙさんが借りて作りたいという

ことです。それとＭ・Ｙさんとところが出ていますけれども、これはＦ・Ｍさん

が作りたいということです。Ｆさんはさっきありましたように、肉用牛の生産を

中心に幅広くやっていらっしゃいます。以上でございます。よろしくお願いいた

します。 



 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号３０２号から３３３号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号３０２号から３３３号までは原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号３０２号から３３３号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第３３号のうち、受付番号３３５号から３５７号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号３３５号から３５７号までについて 

説明いたします。 

 

先ず、受付番号３３５号の貸し人はＯ・Ｈさん、Ｔ都在住の方です。 

申請地は馬場字芝山４６４番１、地目は田、地積は１，７２６㎡となっていま

す。 

 貸付期間は、平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小

作料金は１０ａ当たり３０，０００円となっています。 

一方、借り人はＭ・Ｔさん、Ｒ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｔさんの経営状況は、世帯員６名、農業従事者２名、自作地１９，００２

㎡、小作地１４，９２４㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、トラッ

ク、田植機、芋掘り取り機各１台となっています。 



 次の受付番号３３６号、３３７号の貸し人はＦ・Ｍさん、Ｍ自治会在住の方

です。 

申請地は３３６号が馬場字西ノ下８５５番１、地目は田、地積は２６９㎡、３

３７号が馬場字集り１３５７番１、地目は田、地積は１，７７８㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は米３０ｋｇで１４俵となっています。 

一方、借り人は３３５号と同じＭ・Ｔさんです。 

 

次の受付番号３３８号、３３９号の貸し人はＨ・Ｈさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は３３８号が城元字平野７２０番６、地目は田、地積は６４１㎡、３３

９号が城元字大田中１１１８番１、地目は田、地積は５７８㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は、３３８号は使用貸借、３３９号は１５，０００円となっています。 

一方、借り人は３３５号と同じＭ・Ｔさんです。 

 

次の受付番号３４０号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字宮下１８１７番１、地目は田、地積は２，９５５㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は９０，０００円となっています。 

一方、借り人は３３５号と同じＭ・Ｔさんです。 

 

次の受付番号３４１号の貸し人はＩ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字木場ノ上９３６番、地目は田、地積は７４７㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は２１，０００円となっています。 

一方、借り人はＴ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｔさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、雇用が２名で４０日、

自作地９，５２５㎡、小作地７４７㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をさ

れています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

管理機、コンバイン各１台となっています。 

 

次の受付番号３４２号の貸し人はＹ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は城元字秋辻２８４４番１、地目は畑、地積は２６２㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は３，０００円となっています。 



一方、借り人はＦ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆ・Ｔさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者３名、自作地２６，４８６

㎡、小作地５，６８８㎡で、茶を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、摘採機各１

台となっています。 

 

次の受付番号３４３号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字西上ノ迫１２５４番１、地目は畑、地積は７，１５９㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は６０，０００円となっています。 

一方、借り人はＮ・Ｓさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｎ・Ｓさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地１１，３９９

㎡、小作地７，１５９㎡で、肉用牛、馬鈴薯を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３２０日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、トラッ

ク、ボブキャット、モア各１台となっています。 

次の受付番号３４４号の貸し人はＳ・Ｔさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は城元字宮前１，２９８番、地目は田、地積は３１０㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小

作料金は米３０kgで１俵となっています。 

一方、借り人はＫ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｋ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者１名、雇用が５名で１，５

００日、小作地２２，３５７㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされてい

ます。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック各

２台、コンバイン、田植機、芋掘り機各１台となっています。 

 

次の受付番号３４５号の貸し人はＨ・Ｈさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は城元字中牟田１６８５番１、地目は田、地積は４４７㎡となっていま

す。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は１５，０００円となっています。 

一方、借り人はＭ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｋさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が２名、自作地

４，４０５㎡、小作地４４７㎡で、野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は１６０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

耕運機、管理機、動噴各１台となっています。 

 



次の受付番号３４６号の貸し人はＥ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は馬場字寺前ノ上２０３３番１、地目は田、地積は６０９㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は１０，０００円となっています。 

一方、借り人はＨ・Ｈさん、Ｍ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が５名３００日、

自作地１１，０１８㎡、小作地４６，３１６㎡で、水稲、バレイショを主体とし

た経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、管理機各３

台、コンバイン、田植機、トラック各１台となっています。 

受付番号３３５号から３４６号までの担当調査員は１７番 鳥越委員です。 

次の受付番号３４７号、３４８号の貸し人はＴ・Ｙさん、Ｂ自治会在住の方で

す。 

申請地は３４７号が田代麓字高田山５１００番２、地目は田、地積は４７㎡、

３４８号が田代麓字高田山５１００番１３、地目は田、地積は１，３１４㎡で、

２筆の合計は１，３６１㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は全部で米（籾）１俵となっています。 

一方、借り人はＮ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地８，８２４㎡、

小作地７，０４４㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、バ

インダー、ハーベスター各１台となっています。 

 

次の受付番号３４９号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｏ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字東ノ下１，１７２番２、地目は田、地積は５２０㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２８年１月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料金

は１，５００円となっています。 

一方、借り人はＳ・Ｈさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｈさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者４名、自作地１３，４１０

㎡、小作地３９，６９４㎡で、水稲、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２２０日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、トラッ

ク、甘藷収穫期各２台、田植機、コンバイン各１台となっています。 

 

次の受付番号３５０号の貸し人はＭ・Ｎさん、Ｉ自治会在住の方です。 

申請地は田代麓字東ノ下１，１７４番１、地目は田、地積は１，００９㎡とな



っています。 

 貸付期間は平成２８年１月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料金

は３，０００円となっています。 

一方、借り人は、３４９号と同じＳ・Ｈさんです。 

受付番号３４７号から３５０号までの担当調査員は１８番 樋渡委員です。 

 

次の受付番号３５１号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は城元字上押切１７０５番、地目は田、地積は１，５２２㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は米３０ｋｇで１０俵となっています。 

一方、借り人は、Ｙ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、雇用が３名で５０日、

自作地６，１２３㎡、小作地２，３１５㎡で、水稲、バレイショを主体とした経

営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、管理機２台、トラクター、

軽トラック、動噴各１台となっています。 

 

次の受付番号３５２号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は城元字森山１３３５番１、地目は田、地積は８１０㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は米３０ｋｇで４俵となっています。 

一方、借り人はＭ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｙさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、雇用が１名で５０日、

小作地４，４６４㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

耕運機各１台、管理機４台となっています。 

 

次の受付番号３５３号の貸し人はＦ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字木原ノ上１９８１番１、地目は田、地積は２，１２４㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は米３００ｋｇとなっています。 

一方、借り人は３５２号と同じＭ・Ｙさんです。 

 

次の受付番号３５４号の貸し人はＯ・Ｅさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は城元字大田中１１３５番、地目は田、地積は１，５５８㎡となってい

ます。 



 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は４５，０００円となっています。 

一方、借り人は３４４号と同じＫ・Ｋさんです。 

 

次の受付番号３５５号の貸し人はＯ・Ｈさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は馬場字寺前ノ上２０１０番、地目は田、地積は１，８０３㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０２，０００円となっています。 

一方、借り人はＭ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｍさんの経営状況は、世帯員６名、農業従事者３名、自作地６，０４８㎡、

小作地３，０４４㎡で、ピーマンを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、管理機３台、軽トラック

２台、トラクター、動噴各１台となっています。 

 

次の受付番号３５６号の貸し人はＴ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字寺前ノ上２０６８番、地目は田、地積は３，０１５㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は１５０，０００円となっています。 

一方、借り人はＯ・Ｙさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｏ・Ｙさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、雇用が２名で１００

日、自作地８，２７６㎡、小作地４，６１３㎡で、インゲンを主体とした経営を

されています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、管理機２台、トラクター、

軽トラック、動噴各１台となっています。 

 

次の受付番号３５７号の貸し人はＹ・Ｗさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は城元字石田２７４番１、地目は田、地積は６４５㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は５，０００円となっています。 

一方、借り人はＨ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｏ・Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地８，３６０㎡、

小作地６４５㎡で、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

動噴、管理機各１台となっています。 

受付番号３５１号から３５７号までの担当調査員は２０番 本釜委員です。 

 



以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いします。 

先ず受付番号３４４号について、１７番 鳥越委員お願いします。 

 

１７番 

鳥越委員 

３４４番の借り人はＫ・Ｋさんで、ネギを中心とした露地野菜を作っておられ

ます。これは９月のあっせんで出た３１０㎡ということで、中々借り人がいなか

ったんですけれども、Ｋさんの方が近くに圃場があるということで、お願いして

作ってもらうようにいたしました。何ら問題は無いかと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号３４９号、３５０号について、１８番 樋渡委員お願いします。 

 

１８番 

樋渡委員 

３４９号と３５０号。先ず３５０号のＭ・Ｎさんという方が貸したいというこ

とで、Ｓさんにお願いしたところ、Ｍ・Ｔさんの土地まで借りられたら作っても

良いと了解を得まして、２筆今回挙がったものです。Ｓさんは認定農家でもあり、

何ら問題は無いかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号３３５号から３５７号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号３３５号から３５７号までは原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号３３５号から３５７号までは、

原案のとおり決定しました。 

 



議 長 ここで２０番 本釜委員の退席を求めます。 

（本釜委員 退席） 

議 長 次に議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３６０号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３６０号までについて 

説明いたします。 

 

先ず受付番号３５８号の貸し人は、Ｏ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は神川字矢太郎落シ１７０５番、地目は畑、地積は２，４２０㎡となっ

ています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３７年１２月１４日までで、小作

料金は６０，０００円となっています。 

一方、借り人はＨ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

本Ｈ・Ｔさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が２名で５０

日、自作地１７，８１４㎡、小作地８，７６３㎡で、茶、露地野菜、水稲を主体

とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック

各２台、管理機、動噴、田植機各１台となっています。 

 

次の受付番号３５９号の貸し人は、Ｎ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は城元字集り１３７０番１、地目は田、地積は２，０１７㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は７０，０００円となっています。 

一方、借り人は３５８号と同じＨ・Ｔさんです。 

 

次の受付番号３６０号の貸し人は、Ｔ・Ｙさん、Ｓ市在住の方です。 

申請地は馬場字西ノ下８８４番１、地目は田、地積は７７５㎡となっています。 

 貸付期間は平成２７年１２月１５日から平成３０年１２月１４日までで、小作

料金は２０，０００円となっています。 

一方、借り人は３５８号と同じＨ・Ｔさんです。 

受付番号３５８号から３６０号までの担当調査員は１７番 鳥越委員です。 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３６０号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３６０号までは原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号３５８号から３６０号までは、

原案のとおり決定しました。 

議 長 ここで２０番 本釜委員の入室を求めます。 

（本釜委員 入室） 

議 長 次に、「議案第３４号 錦江農業振興整備計画の変更（除外）について」を議

題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３４号 錦江農業振興地域整備計画の変更（除外）について

説明いたします。 

資料の方は２９頁からお目通しをお願いいたします。 

この件の申請者については、錦江町となっています。 

申請地は神川字印堂作２，７７３番５、地目は田、地籍は１，０７６㎡で、駐

車場及び公園を建設するために除外するものです。 

この件については、現在、町の方で神川大滝を中心とした７つの滝を観光資源

として整備し、観光客の誘致を図ることを目的とし、県の事業を利用しながら整

備を進めようとしているところですが、この印堂作にある滝の周辺に駐車スペー

スがないため、この申請地に駐車場と公園を整備しようとするため、農業振興地

域から除外するということでの申請です。 

尚、２月定例総会には、この件の転用申請が出される予定であります。 

３５頁を見て頂きたいと思いますが、申請地は２枚の田んぼになっておりまし

て、下の方を駐車場に、上の方を公園にするという計画でございます。 

現地につきましては、ちょうど日陰になって陽も当らないようなところですの



で、農振農用地から除外しても問題は無いと思います。 

３０頁から３５頁にかけて参考資料を添付してありますので、確認をお願いし

ます。 

説明は以上で終わります。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１３番 

徳永委員 

ここの場所は神川土地改良区水利組合の水源地となっています。水利組合と事

前打ち合わせをしたのかどうかというのが１点。それから意見として、ここの場

所は先程言ったとおりパイプラインが走っていますので、それの保護の問題。そ

れから田んぼ用の水源の取水口がありますので、そこの安全対策をどうするの

か。充分にして欲しいというのが一つ。今の２点意見としてお願いいたします。 

 

事務局 水利組合との打ち合わせをしたかというのははっきりしないんですが、地元の

方とは協議はしたと聞いております。 

それからパイプラインの保護、取水口の安全対策については、本日、充分にし

てくれという意見があったということで担当課の方には繋ぎたいと思います。 

議 長 他にありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３４号は、申請のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３４号 錦江農業振興整備計画の変更（除外）につい

ては、申請のとおり承認することに決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２７年１１月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了

いたします。 
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